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環境影響評価に関する

条例に基づく特別地域図

平
成
二
十
九
年
三
月
印
刷

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、

同院発行の電子地形図20万を複製したものである。

（承認番号　平28情複　第1483号）

兵庫県農政環境部

環境管理局 水大気課 環境影響評価室
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この特別地域図は環境影響評価に関する条例（平成9年兵庫県条例第6号）別表第2に

定める特別地域の概要を示したものです。

各地域の指定状況の詳細については、下記までお問い合せください。

鳥獣保護区 農政環境部鳥獣対策課 各県民局環境課

保安林 農政環境部森林保全室 各県民局農林（水産）振興事務所

森林課

国立公園

国定公園 農政環境部自然環境課 各県民局環境課

近郊緑地特別保全地区 県土整備部公園緑地課

市街化調整区域 県土整備部建築指導課

風致地区 県土整備部公園緑地課

農用地区域 農政環境部総合農政課

緑地保全地区 県土整備部公園緑地課

自然公園 農政環境部自然環境課 各県民局環境課

自然環境保全地域 農政環境部自然環境課 各県民局環境課

環境緑地保全地域 農政環境部自然環境課 各県民局環境課

自然海浜保全地区 農政環境部自然環境課 各県民局環境課

緑豊かな環境形成地域 県土整備部景観形成室 各県民局土木事務所

まちづくり建築課

（ 注 1 ）国立公園の指定状況

瀬戸内海国立公園については、環境省神戸自然保護官事務所、

山陰海岸国立公園（新温泉町を除く）については、環境省竹野自然保護官事務所、

山陰海岸国立公園（新温泉町のみ）については、環境省浦富自然保護官事務所まで

お問い合せください。

（ 注 2 ）各区域の指定状況

各市町の担当課までお問い合わせください。

特別地域

（ 注 1 ）

県庁問い合せ先 県地方機関問い合せ先

（ 注 2 ）

（ 注 2 ）

（ 注 2 ）

（ 注 2 ）

（ 注 2 ）

兵　庫　県　庁

県民局環境課

阪神北県民局

東播磨県民局

北播磨県民局

西播磨県民局

但馬県民局

丹波県民局

淡路県民局

県民局農林（水産）振興事務所

神戸県民センター神戸農林振興事務所

阪神北県民局阪神農林振興事務所

東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

北播磨県民局加東農林振興事務所

中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所

西播磨県民局光都農林振興事務所

但馬県民局豊岡農林水産振興事務所

但馬県民局朝来農林振興事務所

丹波県民局丹波農林振興事務所

淡路県民局洲本農林水産振興事務所

県民局土木事務所

神戸県民センター神戸土木事務所

阪神南県民センター西宮土木事務所

阪神北県民局宝塚土木事務所

東播磨県民局加古川土木事務所

北播磨県民局加東土木事務所

中播磨県民センター姫路土木事務所

西播磨県民局光都土木事務所

西播磨県民局龍野土木事務所

但馬県民局豊岡土木事務所

但馬県民局新温泉土木事務所

但馬県民局養父土木事務所

丹波県民局丹波土木事務所

淡路県民局洲本土木事務所

０ ７ ９－ ２ ８１ －９ ４４ １ ( 代 )

０ ７ ８－ ７ ３７ －２ ３８ ２ ( 代 )

０ ７ ９８ － ３９ －１ ５４ ０ ( 代 )

０ ７ ９７ － ８３ －３ １０ １ ( 代 )

０ ７ ９－ ４ ２１ －９ １８ ３ ( 代 )

０ ７ ９５ － ４２ －９ ３８ ３ ( 代 )

０ ７ ９７ － ８３ －３ １４ ５ ( 直 )

０ ７ ９－ ４ ２１ －９ １３ ０ ( 直 )

０７８－３４１－７７１１(代)

０ ７ ９５ － ４２ －９ ３７ ６ ( 直 )

０ ７ ９１ － ５８ －２ １３ ７ ( 直 )

０ ７ ９５ － ７３ －３ ７８ ９ ( 代 )

０ ７ ９９ － ２６ －２ ０９ ２ ( 代 )

０ ７ ８－ ３ ６１ －８ ５４ ７ ( 代 )

０ ７ ９－ ５ ６２ －８ ８４ ３ ( 代 )

０ ７ ９－ ４ ２１ －９ １４ ６ ( 代 )

０ ７ ９５ － ４２ －９ ４２ ９ ( 代 )

０ ７ ９－ ２ ８１ －９ ２６ ７ ( 代 )

０ ７ ９６ － ２６ －３ ６５ ０ ( 直 )

０ ７ ９５ － ７２ －３ ７７ ３ ( 直 )

０ ７ ９９ － ２６ －２ ０７ ２ ( 直 )

０ ７ ９１ － ５８ －２ １９ １ ( 代 )

０ ７ ９－ ６ ７２ －６ ８７ ４ ( 代 )

０ ７ ９６ － ２６ －３ ６９ ０ ( 代 )

０ ７ ９５ － ７３ －３ ８２ ８ ( 代 )

０ ７ ９９ － ２６ －３ ２２ １ ( 代 )

０ ７ ９１ － ５８ －２ ２２ ９ ( 代 )

０ ７ ９１ － ６３ －５ ２０ ５ ( 代 )

０ ７ ９６ － ２６ －３ ７３ ４ ( 代 )

０ ７ ９６ － ８２ －５ ６７ ８ ( 代 )

０ ７ ９－ ６ ６２ －２ １６ ４ ( 代 )

連　絡　先　一　覧　表

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護区＊1

森林法 保安林＊1

自然公園法 国立公園

国定公園

近畿圏の保全区域の整備に関する法律 近郊緑地特別保全地区

都市計画法 市街化調整区域＊1

風致地区

農業振興地域の整備に関する法律 農用地区域＊1

自然環境保全法 原生自然環境保全地域

自然環境保全地域

都市緑地法 緑地保全地区

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 生息地等保護区

兵庫県立自然公園条例 自然公園＊1

環境の保全と創造に関する条例 自然環境保全地域

環境緑地保全地域

自然海浜保全地区

指定野生動植物種保全地域

緑豊かな地域環境の形成に関する条例 緑豊かな環境形成地域＊2

＊1 国土交通省国土政策局「国土数値情報（鳥獣保護区（H27）、保安林（H23）、市街化調整区域（H23）、

農用地区域（H27）、自然公園（H27））」をもとに兵庫県が編集・加工

（データ名称の（　　）内は、国土数値情報の整備年）

＊2 森林としての土地利用を通じて特に緑豊かな地域環境の保全を図るべき地域に限る。

（緑豊かな地域環境の形成に関する条例　第9条第1項第1号区域）

凡　　　　　　　例

根 拠 法 令 特 別 地 域 記 号

指定なし

指定なし

指定なし


